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1 本書について 

本書は、令和 2 年度漁獲証明等システム開発・実証事業について、プロジェクト全体の実施内容、成果

物、成果等について説明するものです。

※本事業は、「漁獲証明制度に関する検討会」のとりまとめ等を基に事業を実施しており、成立法で想定

している内容と異なる場合があります。
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2 プロジェクト概要 

令和 2 年度漁獲証明等システム開発・実証事業の概要についてご説明します。 

2.1 目的 

本事業の単年度での目的は、対象魚種流通実態調査を通じて対象魚種(ナマコ、アワビ)の流通について

把握し、水産物に対して漁獲証明を行い、流通過程で水産物が漁獲証明を受けたものであることを証

明できるようにするシステムのプロトタイプを開発・実証して、実現性、有効性を検証することです。

図 2-1 令和 2 年度漁獲証明等システム開発・実証事業 

水産資源管理を適正に行うことによる水産資源を維持しながらの水揚高の確保、密漁や産地偽装を防

止することによる漁業者の利益の保護のための取組の一部として実施されるものです。

将来的には、正規漁獲の証明、水産物の産地証明、流通可視化によって、適正に漁獲された水産物が

適正に流通され、産地や流通過程の証明によって消費者が安心でき、適正に活動する漁業者や事業者

の利益が守られるようになっていくことを目指した取り組みです。

2.2 実施内容 

本事業の単年度では、図 2-2 の事項を実施しました。 
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図 2-2 実施事項 

プロジェクトは、対象魚種流通実態調査、システム開発、システム実証の 3 フェーズに分かれ、国内

3 地域を対象に実施しました。 
対象魚種流通実態調査、システム実証では、対象地域と連携して、各地域の流通の把握、漁獲証明制

度・システムの導入の実現性、有効性の検証を行いました。

システム開発では、漁獲証明制度を流通現場に導入するためのシステムのプロトタイプを実際に開発

しています。

また、有識者検討会を開催して助言を受け、対象地域の選定、システム仕様の検討に反映しました。

2.3 実施体制 

本プロジェクトは、図 2-3 の体制で作業を開始し、フェーズ等に応じて一部メンバーの入れ替えを行

いました。

システム開発で、TBA となっている電縁の要員の代わりに、chaintope 社が参画し、ブロックチェー

ン基盤を担当しました。

また、実態調査・システム実証のメンバーとなっている、食と生態系(東京大学)の鈴木は、元水産庁職

員の石井と交代しています。
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図 2-3 実施体制 
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3 対象地域の選定 

キックオフ会議後に最初に実施すべき事項は、対象地域の選定であり、図 3-1 のように進めました。

図 3-1 対象地域選定・調整の進展 

第 1 回の有識者検討会の議題に上げて、討議を行い、各地域の候補を挙げてそれぞれの特性、制約を検

討して絞り込み、現地の意向を確認のうえで決定しました。

西日本については、有識者検討会で有力な候補が挙がらず、水産庁から県にコンタクトして漁協につない

でもらい、決定しました。

各地域とも、対象地となることへの承諾は、比較的すんなり得られましたが、新型コロナウイルス感染拡

大を受けて、訪問の調整に時間を要しました。
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4 対象魚種流通実態調査 

対象魚種流通実態調査の実施内容について概要をご説明いたします。

詳細については、対象魚種流通実態調査報告書を参照してください。

4.1 調査の進め方 

対象魚種流通実態調査では、図 4-1 の作業を通じて、対象魚種が水揚げ、流通され、現場ではどのよ

うな作業が行われているのかを理解、資料化しました。

図 4-1 対象魚種流通実態調査の進め方 

4.2 事前調査 

各地へ訪問しての現地調査を前に、事前調査を実施し、その中で各対象地については、海岸や漁港と

いった地理的な状況、漁協の支店構成、組合員数の推移などの組織状況、対象魚種の漁獲量、放流数

の推移などの操業状況などを調査、整理して、イメージを持っておくようにしました。

4.3 現地調査 

現地に訪問して、漁協を中心に関係者にインタビューを行ったり、業務の現場を実際に見たりという

現地調査を西日本 2 回、東北 2 回、北海道 1 回、実施し、実際の状況を把握しました。 
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図 4-2 現地調査日程(西日本第 1 回) 

図 4-3 現地調査日程(東北第 1 回) 
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図 4-4 現地調査日程(北海道第 1 回) 

図 4-5 現地調査日程(西日本第 2 回) 
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図 4-6 現地調査日程(東北第 2 回) 

4.4 調査結果 

流通実態調査を実施したことで、対象魚種の各地での流通経路、各過程での作業の状況、現行業務や

漁獲証明制度、漁獲証明等システムを導入するにあたっての課題などが把握できました。
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5 システム開発 

プロトタイプシステムを開発するにあたって実施した、ブロックチェーンプラットフォームの選定、要件

定義、設計、開発、テストといった工程について概要を説明します。

詳細については、ブロックチェーンプラットフォーム選定報告書、要件定義書、テスト結果報告書などの

各種資料を参照してください。

5.1 ブロックチェーンプラットフォーム選定 

システムに利用するブロックチェーンプラットフォームについて、選択肢となり得る候補が多数あり、

技術の標準化が進んでいない現状では、一度選択したプラットフォームを他に変更するということは、

事実上不可能なため、選定は十分な検討のうえで行う必要があります。

候補をリストアップし、比較検討を行って、Tapyrus を選定しました。

ブロックチェーンプラットフォーム選定は、図 5-1 の 9 つのプラットフォームを候補に行いました。 

図 5-1 候補プラットフォーム 

各プラットフォームを比較するための評価は、図 5-2 の観点で実施しました。 
各観点で○△×の評価に該当する基準を設定し、○：2 点、△：1 点、×：0 点で点数化して、総合点

での比較を行いました。

×の背景色が赤になっている観点については、確実に回避するべき課題と捉えて、×がついた場合は、

他の観点での得点に関わらず、漁獲証明等システムシステムの実装基盤として選定することはできな
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いと判断しました。

図 5-2 プラットフォーム評価観点 

この観点で各プラットフォームを評価した結果が図 5-3 です。 
評価観点の全般を通じて良好な評価となった Tapyrus が最高得点となり、漁獲証明等システムを構築

する基盤として選定されました。
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図 5-3 プラットフォーム評価結果 

図 5-4 Tapyrus 概要 
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5.2 要件定義 

要件定義を通じて、漁獲証明等システムが充足すべき業務要件、システム要件を明確化しました。

以降のシステム設計、開発は、この要件を踏まえて行われています。

5.2.1 業務要件定義 

漁獲証明等システムの在り方を考えるにあたって、まずはシステムの利用を含んだ業務がどのよう

なものであるべきなのかを明確化します。

本事業では、業務要件定義として、水産物流通の業務フローと業務一覧を作成しました。

図 5-5 は、業務フローのうち、3 地域での各取引形態を網羅的に記述した全体業務フローです。 

図 5-5 水産物流通全体業務フロー 

このような資料が整備されると、ナマコの自家加工、相対取引からの加工、アワビの共同販売は、

輸出業者への出荷以降は同様の手順で流通することがわかるなど、流通業務のバリエーションの全

量把握につながり、本事業でのシステム開発だけでなく、制度やシステムの将来の在り方を検討す

る材料としても有効です。

5.2.2 システム要件定義 

システムの利用を組み込んだ業務に対する分析、検討を経て、漁獲証明等システムの在り方につい
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て、図 5-6 のように概要をまとめました。 

図 5-6 漁獲証明等システム概要 

システムが持つことになる各機能と、漁獲証明制度のルール、水産物の現物の動きの紐付けが可視

化されました。

以降のシステム機能の検討のベースとなっています。

この概要を実現するためにシステムは、図 5-7 の処理フローのような機能や機能間のつながりが

必要になります。
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図 5-7 全体処理フロー 

事業者向けのアプリケーションは、漁業権免許システム、漁獲証明システム、取引記録システムに分

かれ、それぞれ漁獲証明を受ける権限の設定、漁獲物に対する漁獲証明、漁獲証明を受けた漁獲物の

取引の記録を行います。

別途、管理者向けの各種マスターを管理する機能を持つ、運用管理システムがあります。
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6 システム実証 

システム実証の実施内容について、概要を説明します。

詳細については、システム実証報告書を参照してください。

6.1 システム実証の概要 

流通実態調査や法案検討の状況を踏まえて、設計、開発された漁獲証明等システムのプロトタイプを

現場業務に適用して、有効性、操作性、性能などの観点で評価を行いました。

図 6-1 システム実証概要 

実証の結果を踏まえて、次の実証でより良好な結果を得るための改修も並行して行いました。

6.2 システム実証実施範囲 

対象魚種流通実態調査に続き、図 6-2 の 3 地域、4 パターンの流通について、システム実証を実施し

ました。

西日本の市場取引については、余力もあったため、ナマコだけでなく、アワビについても情報の登録

を行いました。
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図 6-2 検証ケース 

6.3 実施日程 

システム実証は、新型コロナウイルス感染拡大の影響も受けながら、図 6-3 のスケジュールで実施し

ました。

北海道については、漁期には当たらなかったものの、製品の漁協からの出荷時期に当たりましたが、

コロナ禍で訪問ができなかったため、ウェブ会議ツールを使用してのオンライン実施となりました。

ただ、オンラインとなったことで、こちらから画面を示しつつ、操作してもらうために必要な QR コ

ードを提示しながら進められるなど、オンラインならではの利点も感じられるシステム実証となりま

した。

東北については、実際に業務を体感しながら実証を行える開口日が 11 月、12 月の特定日に限られて

いたため、この期間に集中的に訪問するスケジュールを立て、さらに開口前日に連絡を受けて訪問す

る体制を整えて、2 度集荷に立ち会って実施できました。 
西日本については、ナマコの漁獲が本格化するのが 12 月～2 月であり、それぞれの月で主要な漁法が

変わるとのことで、各月に分散して訪問するスケジュールを立てていましたが、年明けの新型コロナ

ウイルス感染拡大による緊急事態宣言により、1 月、2 月の訪問を中止しました。

それでも、魚市場で 2 日間、鮮魚店、飲食店での実施ができており、十分な検証はできています。
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図 6-3 システム実証実施日程 

6.4 実証実施範囲 

システム実証は、各地で図 6-4、図 6-5、図 6-6 の範囲を対象に実施しました。

それぞれの地域の流通パターンを押さえています。
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図 6-4 実証実験実施範囲(北海道) 

図 6-5 実証実験実施範囲(東北) 
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図 6-6 実証実験実施範囲(西日本) 

6.5 実施結果 

実証実験を実施した結果について説明いたします。

北海道を対象に行ったナマコ自家加工につきましては、全般に業務への適用が可能であることが検証

できました。

ただし、等級の選別については、業務的にも必要性が低いため、除外しての実施となりました。

西日本を対象に行ったナマコ市場取引につきましては、競りのスピードに合わせて取引価格の情報を

登録することが困難であると判明しました。

取引価格は付加的な情報であり、登録しなくても後続の業務に影響を与えることはないため、システ

ム実証での実施は見送りました。

もう 1 つ西日本を対象に行ったナマコ相対取引につきましては、加工業者での実証ができませんでし

たが、輸出業者には訪問して実施してもらい、問題なく動作することを検証しました。

東北を対象に行ったアワビ共同販売につきましては、集荷スピードに入力がついていけないことが判

明しました。

その他の業務については、問題なく実施できていました。
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図 6-7 システム実証結果(ナマコ自家加工) 

図 6-8 システム実証結果(市場取引) 
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図 6-9 システム実証結果(ナマコ相対取引) 

図 6-10 システム実証結果(共同販売) 



令和 2 年度漁獲証明等システム開発・実証事業 

株式会社電縁 ／ 国立大学法人東京大学 23 CONFIDENTIAL

7 有識者検討会 

事業実施期間中に 3 回の有識者検討会を実施しました。 
検討会の設置目的は、あわび・なまこの流通などに詳しい大学の研究者等を招聘し、各流通の特色などに

ついて専門的な知見を得ること、及び、各対象地における事業実施を円滑に行うための現地漁協等との調

整などに関するアドバイスを得ることです。

7.1 検討会委員 

４名の委員名と専門分野は下表の通りとなっています。

委員名（敬称略） 所属・肩書 専門分野

委員① 大学・教授

委員② 大学・准教授

委員③ 大学・教授

委員④ 研究機関・主任研究員

検討会の主たる事務局は東京大学大学院農学生命科学研究科国際水産開発学研究室（八木信行）が務

めました。

また、検討会には電縁（石原玲一、吉田健一、山崎圭介）、食と生態系（石井馨、赤澤正純、宮本波、

鈴木崇史）も開発・実証事業チームとして、水産庁からもオブザーバーとして御参加を頂いています。

7.2 第 1 回検討会 

２０２０年４月 23 日 10：30-12：00 に、新型コロナウイルス感染症対策のためオンラインビデオ会

議で実施しました。出席委員は４名全員でした。

事務局から検討会の趣旨などを説明したところ、以下の指摘などが各委員からありました。

 ２０１９年度に水産庁ではスマート水産業研究会の流通加工 WT を開き、委員①、委員④もメン

バーとなっていた（事務局八木も親委員会のスマート水産業研究会で副委員長）。ここではブロッ

クチェーンをどのように水産現場に社会実装するかの方策も議論されており、今回の事業内容は

これに沿ったものと評価できる。

 漁獲証明制度の法律的な枠組みについて法案を国会に提出する方向で政府内にて議論されている。

この制度の最大の目的は密漁品を流通させないことである。ここでは指定水産動植物には漁獲証

明番号が振られることになるが、個体レベルで番号を振るわけではなく、取引ロットごとでよい

との方向になっている。運用は２年後となることが想定されている。

 ナマコの場合、ボイル後乾燥する加工が入る場合が多い。この歩留率が業者によって変わるため、

加工段階で密漁物が混ざっても発覚しにくい。しかし、指定水産動植物を取り扱う業者は水産庁

に届け出をしなくてはならない仕組みになっているので、怪しい業者には水産庁が査察すること

ができるようになる（G メン）。査察で、もし漁獲証明番号がない原料仕入れ伝票が見つかれば立

件できる。これに役立つシステムを構築することが望ましい（システムが自動的に犯罪を摘発す

るのではなく、システムがあやしいとサインを出した事業体を、行政が訪問して証拠を押さえて

摘発する仕組み）。

 東北のあわびについては、11 月と 12 月の漁期前に行われる県漁連の共販によって予定数量と価

格が入札により決定され取引される。候補地は良いが、漁業者の協力と、買い付けする流通業者
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の協力をうまく得る必要がある。

 北海道のなまこについては、複数の候補が挙げられる。

 西日本については、瀬戸内海沿岸部は生産量的には大きいが、生産、流通はかなり追いにくい。

ここはいろいろな取引形態がある。例えば、洋上で受けとる、加工場に直接持ち込む、卸業者が

各浜を回って回収しているなど、第一次段階の取引が多様。よって誰がなまこの漁獲証明番号を

発行するのかの問題もある。漁協が介在できない場合は、加工業者や卸売業者、自治体がその候

補。瀬戸内だけでなく、日本海や、九州も候補に含めて検討したらどうか。

 その他、なまこについては、北陸もこのわたや加工の下請け的なポジションになっていること、

東京湾地域等も情報収集としては良いこと、などの指摘があった。

7.3 第 2 回検討会 

２０２０年８月２８日 15：00-17：15 にオンラインビデオ会議で実施しました。出席委員は４名全員

でした。

事務局から現地調査の結果を共有し、状況を説明したところ、以下の指摘などが各委員からありまし

た。

 （北海道では、2020 年 6 月 22 日から 6 月 25 日に現地調査を行った、ここでは年間の漁獲枠が

一船ごとに決められていて、漁獲したナマコを入れるペール缶の単位で漁獲量を計数しており、

ペール缶一つにつき満杯まで詰めると、26～27 ㎏程という計算になるが、船からの陸揚げ時に正

確に計測している訳ではない、その後自家加工をして干しナマコにする、出荷の際にはナマコを

品質で分別し複数日分のロットを混ぜるため１日ではなく１漁期を１つのロットとして捉えてほ

しいと漁協や漁業者から説明を受けている、と事務局から説明したのに対し）漁業者の日々の漁

獲記録と最終製品のロットがリンクできるのかどうかが重要、新しい法律の内容は漁業者は悪い

ことをしないとの性善説に立った制度設計なので、漁業者が他から密漁品を仕入れて、加工をし

ている可能性までは考慮していない（これに対しては性悪説に立つと第３者の監視が必要とか、

監視カメラを付けろとか次から次へとコストがかかり、税金などを際限なく注ぎ込む構図になる

ので、性善説でやむを得ないとの議論があった）。

 （2020 年 6 月 16 日から 6 月 19 日（第一回）及び 7 月 14 日から 7 月 17 日（第二回）に行った

東北における現地調査結果を共有したのに対し）一方の漁協のアワビは流通先が特定加工業者の

みであるので、こうしたシステムでの管理はやりやすいだろう。他方の漁協の方は流通先が 15 社

程度ある。さらに、A、B 級品で流通先が変わる（B 級品は A 級品とは異なる買受業者等に流通）。

ただ、現地の組合は、どちらも協力してくださるとのこと。

 （2020 年 6 月 1 日から 6 月 4 日（第一回）及び 7 月 7 日から 7 月 10 日（第二回）に行った西日

本における現地調査の結果を共有したのに対し）市場でのせりの後、すぐに小売業者の店頭にな

まこが鮮魚として並ぶとすれば、最終消費者が買いに来る前に漁獲証明があるのがベストだ。制

度的には、消費者から流通に関する照会があっても良いようにすることが前提となる。伝票とロ

ット番号が一緒に動いていることが望ましいが、それらがきちんと一致し、事後に確認できてい

ればよい。ロット毎にロット番号が付くのでもよいが、伝票にロット番号が付けば問題はない。

どうしてもタイムラグは発生するもので、この点は仕方がない。

 瀬戸内でセリにかかるアカナマコは量が少ないので、むしろ相対で取引される他のアカナマコや、

アオナマコ、クロナマコを追う必要もあるだろう。

 （その他、システムについて）システムの運用の受益者が誰なのかを明確にする必要がある。東

北では流通業者からも、自社が関わってもあまりメリットがないという意見が聞かれた。密漁に

困っている方は受益者であるが、流通の途中段階の人はどういったメリットが得られるのか考え

ることが課題。メリットとしては、流通コストの削減、加工工程をきちんと入力していくことで、
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品質に関する情報を宣伝できることなど。

 システムの保守管理費用の捻出方法としては、今後の課題であるが、一部分の API を開放し、民

間の開発協力も受けられるようにするとよいだろう。API で基幹システムから漁獲証明を発行す

るための用意をし、基幹システムを、情報管理パッケージを販売する各社がそれぞれ対応する機

能を開発すれば良いのではないか。

 EU は先行しているとされるが、ここで全てが電子化されて管理されているわけではない。EU に

加えて、米国や韓国がこうした電子管理に関しては先進国。日本としても、精度としての厳密性

ではなく、密漁者のあぶり出しと抑止力として貢献できれば、当初の目的を達成できる。逆トレ

ースしてマーケティング活動にも活用できる方向性もある。

7.4 第 3 回検討会 

２０２１年３月１日 10：00-12：00 にオンラインビデオ会議で実施しました。出席委員は４名全員で

した。

事務局からプロトタイプシステムの概要説明と漁獲証明システムのデモを行い、現地調査の結果を共

有したところ、以下の議論がありました。

 システム構築開始時（2020 年 4 月）に想定していた法律案と昨年末成立した法律に異なる部分が

生じたため、本システムは現行法律内容とは異なる部分がある。すなわち成立法は、特定第一水

産動植物の流通には、採捕事業者の届け出や漁獲番号発行が必要となり、水産物の受渡とともに

漁獲番号の伝達が必須であるが、一方で本システムは漁獲証明をするものであり、水揚げ時に漁

獲証明実施、出荷と入荷を繰り返し、ブロックチェーン（以後、ＢＣ）に履歴を自動的に残すこ

とが可能となっている、また採捕後、漁獲証明されていないものは流通に出せず、荷受け側は、

荷出し側から漁獲証明をもらわないと取引できないような想定でシステム設計をしている。

 今年度は 3 地域、アワビ、ナマコの４種類の流通形態（自家加工、共同販売、市場取引、相対取

引、飲食店・小売店への提供）にて実証実験を実施。本会議では、取引形態に関わらず流通業務

フローの説明が行いやすいため、ナマコ相対取引を例にシステムデモを実施（漁獲証明登録〜漁

獲証明一覧で確認〜出荷登録〜漁獲証明一覧で確認〜入荷登録〜漁獲証明一覧で確認という流

れ）。

 本システムに誰がアクセス可能となるのかについては、アカウント発行されないとアクセスでき

ないため、管理されたユーザのみがアクセス可能だが、ＩＤやパスワードが盗まれた場合などは

第 3 者のアクセスも可能となる。デモ説明ではシステム管理者権限で操作しているため全ての操

作ができるように見えているが、証明発行機関など法律等に合わせた権限設定も可能となってい

る。

 システムのセキュリティ面については、セキュリティを高めると逆にまじめな漁業者の負担も増

える点でバランスを考える必要がある。つまりセキュリティ維持とシステム操作の柔軟性のバラ

ンスが重要。

 写真からロット情報等が確認出来れば、信頼性も担保されると感じる。

 商流と物流の違いについて、証明書番号は商流（伝票）基準で対応し、法律上、伝票に漁獲番号

を残すとされている。ブロックチェーンにどのように情報を残すかは、今後、水産庁交えて議論

が必要かと思う。商流の情報をどこまで登録したいか決まれば、システム上のカスタマイズは可

能であり、商流と物流が異なることには技術的には対応可能。

 相対業者にとっては特に買い手側の手間が増えるため、相対が減るのではないか？市場で購入す

るように、緩やかに誘導しているのではないか？との点については、これまで相対取引の情報に

ついては管理が困難であり、漁協での管理が好ましいが、相対取引が必要な状況もあるため、商

流自体はこれまでの相対同様の動きは維持されるかもしれないが、伝票などは漁協で管理するな
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どの対応が生じると思う。

 なまこは北陸など相対が残る現場で、どう対応されるのか気になる

 スマホありきのシステム構築には注意が必要。濡れやすい環境下でのスマホは操作勝手が悪いの

でガラケーを好んで使用する漁師もいる。ハンディターミナルを誰もが持てるものではないと思

う。ただしその場合でも、伝票処理しているのであれば、帰宅後にＰＣ操作対応なども可能かと

思うので、実務対応の状況に合わせて、アプリ構築も可能。伝票情報などの場合、手入力ではな

く、ＯＣＲ機能でのスキャンや AI 活用することで対応可能。ガラケーユーザの場合、写真、メー

ルが可能であれば、対応可能とすることも技術的には可能。

 相対であったとしても、一定期間で漁協へ報告しているなら、漁協でシステムへ一括登録するこ

とは対応として可能であろう。ただし漁協にて一括登録の際、漁獲番号が発行されるまでに時間

を要するため、全ての状況に対応できるわけではない可能性もある。

 相対取引が盛んな地域は活魚文化が盛んであった傾向が強いが、縮小産業の背景もあり、相対取

引は減っていると感じている。本システム事業の議論について、システムの話、デバイスの話、

運用の話が混合しているように見受けられる。システムの話についてはここまでの前進内容を深

堀するのが良いのではないか、またデバイスの話はトライアンドエラーで改善可能であり、運用

の話はシステム議論とは別で扱うのが良いかと思う。
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8 水産流通適正化法(成立法) 

本事業でシステム化を考える前提としていた漁獲証明制度と、昨年末に成立した水産流通適正化法の違

いについて考察します。

8.1 成立法の概要 

成立法では、漁業者が漁獲番号を発行すること、その漁獲番号を事業者間で伝達することが定められ

ています。

漁獲証明等システムが持つ、相手先を指定して出荷したり、自分あてに出荷された水産物を入荷した

りということがなく、番号が伝達されるだけとなるため、番号を不正使用したり、偽の番号を使用し

たりといったことがあり得ると思われます。

図 8-1 成立法の概要 

一方で、1 回の水産物の受渡で必要になるシステム操作が、漁獲証明等システムでは出荷と入荷の 2
回になるのに対し、成立法では受取側が番号を確認して入荷する 1 回で済むことになると見られ、利

用者の業務負荷は大きく減ると予想されます。

8.2 漁獲番号の形式 

漁獲番号がどのような番号になるのかで、安全性が大きく変わると思われます。

連番やコードを連結したものだと、どういう番号が存在するのか予想することが容易になります。
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そのため、番号の形式としてランダムな英数字であるハッシュ値は適していると思われます。

漁獲の内容をハッシュ化したものを漁獲番号とすることで、番号に対して漁獲内容を変更することが

できなくなります。

また、ランダムな英数字であることから、存在しそうな番号を使って番号を受け取ったように振舞う

ことも難しくなります。

図 8-2 成立法の規定を生かしたトレーサビリティ 

8.3 将来のシステムの在り方 

成立法の内容、今後の各現場への実導入を考慮すると、将来的なシステムの在り方は、図 8-3 のよう

になると考えています。

まず、漁業者、取扱事業者の届出の管理は、共通申請システムである eMAFF で行われることが望ま

しく、そこからシステム連携で情報を受け取るようにするのが良いと思われます。

漁獲番号の伝達は、業務的な観点では、番号そのものもしくは QR コードを渡すだけで良いとして、

システム的には、受取側が番号の受取を登録(QR コードを読取)することで、番号の伝達と取引が記録

されるようにできます。

また、図 8-4 のように、取引を記録する際に譲り渡し元に確認が行くようにすることで、不正な取引

記録を防止することもできると考えられます。
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図 8-3 将来のシステムの在り方 

図 8-4 漁獲情報の伝達と取引記録 




